
I

『
医
心
方
」
半
井
家
本
三
十
巻
の
う
ち
、
巻
二
十
五
と
巻
二
十
九

に
紙
背
文
書
が
あ
る
こ
と
は
、
『
医
心
方
提
要
』
（
森
立
之
編
）
、
『
大

日
本
史
料
』
（
第
一
編
之
二
十
こ
、
『
平
安
遺
文
』
（
古
文
書
編
第
五

巻
）
、
『
医
心
方
』
書
陵
部
本
の
複
写
等
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
っ
た
。

半
井
家
本
が
文
化
庁
の
所
蔵
と
な
っ
た
の
ち
、
月
刊
『
文
化
財
」
（
昭

和
五
十
九
年
六
月
）
、
文
化
庁
監
修
『
国
宝
』
（
九
・
書
跡
Ｉ
昭
和

五
十
九
年
十
一
月
）
に
半
井
家
本
に
関
す
る
簡
単
な
が
ら
要
点
を
え

た
解
説
が
の
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
諸
資
料
に
よ
り
、
半
井
家

本
の
紙
背
文
書
に
つ
い
て
の
概
略
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

㈲
紙
背
文
書
の
あ
る
の
は
巻
二
十
五
と
巻
二
十
九
の
象
で
あ
る
。

○
巻
二
十
五
の
紙
背
に
は
、
四
十
五
通
の
書
状
が
あ
る
が
、
年
月

の
明
ら
か
な
も
の
は
次
の
五
通
で
あ
る
。

㈹
保
安
四
年
六
月
廿
八
日
、
其
国
司
廃
宣
、
右
中
辨
兼
大
介
藤
原

『
医
心
方
』
の
伝
写
に
つ
い
て
（
Ⅷ
）

ｌ
半
井
家
本
の
紙
背
文
書
Ｉ

杉
立
義
一

朝
臣

㈲
保
安
四
年
七
月
七
日
、
散
位
祝
部
惟
直
書
状

例
保
安
三
年
（
二
二
二
）
三
月
廿
五
日
、
近
江
国
司
廉
宣
、
大

介
藤
原
朝
臣
、
花
押

目
大
治
二
年
（
二
二
七
）
八
月
、
加
賀
国
江
沼
郡
諸
司
等
解

㈱
大
治
二
年
八
月
廿
八
日
、
加
賀
国
額
田
御
庄
寄
人
等
解

白
巻
二
十
九
の
紙
背
に
は
長
承
二
年
具
注
暦
一
年
分
と
文
書
六
通

が
あ
る
。
そ
の
う
ち
年
月
の
明
ら
か
な
も
の
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

㈹
長
承
二
年
（
二
三
三
）
具
注
暦
一
年
全
文
、
末
に
長
承
元
年

十
一
月
一
日
、
従
五
位
上
行
権
暦
博
士
兼
加
茂
朝
臣
保
栄

旧
大
治
三
四
年
十
月
十
五
日
、
其
国
司
驍
宣
藤
原
朝
臣
、
花
押

こ
れ
ら
の
う
ち
全
文
が
『
平
安
遺
文
』
に
の
せ
ら
れ
て
い
る
の

は
、
例
（
一
九
六
二
）
、
㈲
（
二
一
○
六
）
、
㈱
（
二
一
○
七
）
、
旧

（
二
一
四
四
）
で
あ
り
、
書
陵
部
本
複
写
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
の

は
、
例
目
㈱
的
の
四
点
で
あ
る
。
以
上
の
資
料
に
よ
り
、
『
医
心
方
』

の
伝
写
を
考
え
る
う
え
で
判
明
す
る
こ
と
。

目
紙
質
は
楮
紙
で
あ
る
。

Ｑ
巻
二
十
五
と
巻
二
十
九
は
同
筆
で
あ
る
。
他
の
巻
に
比
し
て
体

裁
も
若
干
異
り
、
朱
点
、
訓
点
等
も
付
し
て
な
く
、
同
一
時
期
に
同
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一
人
に
よ
っ
て
筆
写
さ
れ
た
も
の
と
思
う
。

白
紙
背
文
書
の
内
容
は
国
司
、
留
守
所
、
郡
司
等
と
の
間
の
往
復

公
文
書
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
『
医
心
方
』
と
は
全
く
関
係
は
な

い
。
内
容
の
詳
細
は
省
略
す
る
。

四
紙
が
貴
重
品
で
あ
っ
た
時
代
に
は
、
こ
れ
ら
の
公
文
書
の
裏
面

が
、
他
の
目
的
（
写
経
、
写
本
等
）
に
使
用
さ
れ
る
の
は
通
例
の
こ

（
一
一
五
三
）

推
定
で
き
る
。

⑥
こ
の
よ
う
な
公
文
書
類
が
ど
の
よ
う
な
経
路
を
辿
っ
て
、
『
医

心
方
』
の
書
写
に
利
用
さ
れ
た
も
の
か
。
例
え
ば
例
の
文
書
を
発
行

し
た
大
介
藤
原
朝
臣
と
は
、
右
中
弁
有
信
の
男
子
の
藤
原
実
光
で
あ

り
、
保
安
元
年
十
一
月
二
十
五
日
か
ら
天
治
元
年
正
月
ま
で
近
江
国

司
で
あ
っ
た
が
、
の
ち
権
中
納
言
、
従
二
位
と
な
り
、
天
養
元
年
十

月
二
十
三
日
出
家
し
、
久
安
三
年
五
月
二
十
一
日
没
し
て
い
る
。

㈲
そ
の
時
期
と
し
て
は
、
公
文
書
と
し
て
の
必
要
性
の
な
く
な
っ

た
時
よ
り
、
さ
し
て
遠
か
ら
ぬ
年
限
内
と
思
う
。
そ
れ
を
十
年
な
い

し
二
十
年
と
す
る
と
、
康
治
二
年
（
二
四
三
）
か
ら
仁
平
三
年

（
二
五
三
）
の
間
に
、
巻
二
十
五
と
巻
二
十
九
は
筆
写
さ
れ
た
と

と
で
あ
っ
た
。

半
井
家
本
は
巻
八
の
巻
首
に
あ
る
識
語
に
よ
っ
て
、
天
養
二
年

（
二
四
四
）
に
宇
治
本
等
を
も
と
に
し
て
移
点
し
た
こ
と
が
わ
か

る
。
こ
れ
は
紙
背
文
書
か
ら
推
定
し
た
巻
二
十
五
、
二
十
九
の
書
写

年
代
と
ほ
ぼ
同
時
期
で
あ
る
。
従
来
巻
二
十
五
と
二
十
九
は
、
巻
二

十
二
と
二
十
八
を
除
い
た
他
の
諸
巻
よ
り
書
写
年
代
は
新
し
い
と
い

わ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
事
は
ど
の
よ
う
に
説
明
し
た
ら
よ
い
で
あ
ろ

う
か
。

（
京
都
府
）
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